
◎曜日毎の面接相談項目
担　　当相談項目

曜　日
②①②①

相 談 員
弁 護 士

法 人 税
または

資 産 税法 律 全 般
月曜日注１

業務対策部委員税理士業務月曜日注２

相 談 員相 談 員資 産 税消 費 税火曜日

相 談 員相 談 員資 産 税法 人 税水曜日

相 談 員相 談 員所 得 税税 法 全 般木曜日

相 談 員相 談 員資 産 税法 人 税金曜日
注１．毎月第１、第３、第５は法人税、第２、第４は資産税

注２．第２月曜日に行う税理士業務相談は業務対策部の所掌

注３． 時間はいずれも午後３時から同５時

◎電話相談
専用電話番号項　目時　　間曜　日

０３－３３５４－８５２０税法全般午前１０時～午後３時月～金曜日

電話相談は時間の都合上、受付を午前１１時５０分、午後２時５０分に締め切らせていた

だきます。（正午から１時間は休憩となります。）

◎他会との協定による電話相談
専用電話番号項　目時　　間曜　日担当会

０４５－２４３－０５５５※税法全般午後１時～４時火・木（第５除く）東京地方会

０４３－２４３－１３０１　税法全般〃月・金（　 〃　 ）千 葉 県 会
※東京地方会については、所得税等の一部の相談項目の担当相談員が不在のときがありますの

で、ご承知おき下さい。

　東京地方会・千葉県会の相談室は８月１３日～１６日、１２月２５日～翌年１月７日までは休室となります。

税
務
相
談
の

自
己
解
決
の
た
め
に

は
じ
め
に

東
京
税
理
士
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
お
け
る
国
税
局
か
ら
の
お

知
ら
せ
に
よ
り
、
昨
年
来
、
周

知
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
税
理

士
か
ら
の
一
般
的
な
税
務
相
談

に
つ
い
て
は
、
自
己
解
決
を
図

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

自
己
解
決
の
た
め
の
ツ
ー
ル

と
し
て
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
税
法
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
、
昭
和
５８
年

４
月
の
開
通
以
来
２５
年
間
に
わ

た
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
２
万

７
４
６
３
件
と
い
う
情
報
が
収

録
さ
れ
て
お
り
、
２４
時
間
３
６

５
日
稼
動
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
情
報
を
税
理
士
の

実
務
に
活
用
す
る
た
め
に
、
最

新
判
決
・
裁
決
・
参
考
文
献
・

情
報
公
開
請
求
に
よ
る
開
示
資

料
等
の
紹
介
に
併
せ
て
、
易
し

い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
使
い
方
も

お
知
ら
せ
す
る
「
シ
リ
ー
ズ
Ｔ

Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
解
体
新
書
」
が
、
ス

タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。Ｔ

Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
は
、
税
の
専
門

家
で
あ
る
税
理
士
の
た
め
に
、

税
理
士
の
手
に
よ
っ
て
創
ら

れ
、
税
理
士
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
て
き
た
税
法
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
使

い
こ
な
す
に
は
専
門
的
な
知
識

が
必
要
で
す
。
馴
れ
て
し
ま
え

ば
、
何
で
も
な
い
約
束
事
に

も
、
最
初
は
戸
惑
う
場
合
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
ぜ
ひ
、
電
話

で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
編
集
室
に
は
、

編
集
を
専
門
と
す
る
税
理
士
が

お
り
ま
す
の
で
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
内
容
や
検
索
方
法
に
つ
い

て
、
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
入
会
等
の
お
問
合
せ
は
事

務
局
へ
。

▼
検
索
方
法
等

０
３・

５
４
９
６・

１
４
１
６

▼
入

会

等

０
３・

５
４
９
６・

１
１
９
５

で
は
、
い
よ
い
よ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｓ
の
扉
を
開
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
、
今
月
取
り
上

げ
る
判
決

第
一
回

租
税
法
規
の
遡
及
適
用

は
憲
法
に
違
反
す
る
か

憲
法
８４
条
に
定
め
る
租
税
法

律
主
義
は
、
国
民
の
経
済
生
活

に
法
的
安
定
性
と
予
測
可
能
性

を
担
保
す
る
も
の
で
す
が
、
平

成
１６
年
、
こ
の
法
的
安
定
性
と

予
測
可
能
性
を
揺
る
が
す
税
制

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

居
住
用
以
外
の
土
地
建
物
の

譲
渡
損
失
を
他
の
所
得
と
損
益

通
算
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

す
る
改
正
は
、
平
成
１６
年
２
月

３
日
国
会
に
法
案
提
出
、
同
年

３
月
２６
日
成
立
、
同
月
３１
日
公

布
、
同
年
４
月
１
日
施
行
、
同

年
１
月
１
日
に
遡
っ
て
適
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

「
平
成
１６
年
度
改
正
税
法
の

す
べ
て
」
に
よ
れ
ば
、
改
正
の

理
由
は
、
利
益
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
比
例
税
率
が
適
用
さ
れ

る
一
方
で
、
損
失
が
生
じ
た
場

合
に
は
総
合
課
税
の
所
得
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
主
要
諸
外
国
に
例
の
な
い
不

均
衡
な
制
度
で
あ
る
な
ど
の
問

題
点
に
対
処
す
る
た
め
と
説
明

さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
納
税
者
の
不
利
益

と
な
る
税
制
を
遡
及
適
用
す
る

改
正
は
、
ま
さ
に
、
納
税
者
の

予
測
可
能
性
を
侵
害
す
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
各
地
で
訴
訟
が

起
こ
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
平

成
２０
年
１
月
２９
日
、
福
岡
地
裁

は
、
こ
の
税
制
改
正
は
憲
法
違

反
で
あ
る
と
す
る
画
期
的
な
判

断
を
下
し
ま
し
た
。

続
い
て
同
年
２
月
４
日
、
東

京
地
裁
は
同
種
の
事
案
に
つ

き
、
憲
法
違
反
に
は
当
た
ら
な

い
と
し
て
こ
れ
を
棄
却
す
る
判

決
を
下
し
、
い
ず
れ
も
控
訴
さ

れ
た
た
め
、
違
憲
性
の
判
断

は
、
現
在
、
高
裁
に
移
っ
て
い

ま
す
。

二
、
検
索
方
法
と

判
決
の
紹
介

２
件
の
判
決
を
読
む
た
め
に

検
索
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

【
税
区
分
】

所
得
税

【
検
索
範
囲
】

判
決

【
検
索
対
象
デ
ー
タ
】

全
角
漢
字
キ
ー
ワ
ー
ド

【
検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
】

憲
法
違
反

遡
及
適
用

（
注
）２
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
間
に

は
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

２
件
の
判
決
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。

１

福
岡
地
裁
違
憲
判
決

（
平
２０
・
１
・
２９
Ｔ
Ａ
Ｉ

Ｎ
Ｓ
コ
ー
ド
Ｚ
８
８
８－

１
３
１
２

全
部
取
消
し
）

�
本
件
改
正
の
要
旨
が
公
に

さ
れ
た
の
は
与
党
が
平
成
１６
年

度
税
制
改
正
大
綱
を
発
表
し
た

平
成
１５
年
１２
月
１７
日
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
一
般
国
民
に
報
道
さ
れ

た
の
は
、
同
月
１８
日
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
損
益
通
算
が
認
め
ら
れ

な
く
な
る
日
の
わ
ず
か
２
週
間

前
で
あ
り
、
平
成
１５
年
１２
月
３１

日
時
点
に
お
い
て
、
本
件
改
正

の
内
容
が
国
民
に
周
知
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
状
況
に
は
な
か

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

�
平
成
１５
年
１２
月
３１
日
時
点

に
お
い
て
、
国
民
に
対
し
本
件

改
正
が
周
知
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
総
合
す
る
と
、
本
件
改
正
の

遡
及
適
用
が
、
国
民
に
対
し
て

そ
の
経
済
生
活
の
法
的
安
定
性

又
は
予
見
可
能
性
を
害
し
な
い

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。

２

東
京
地
裁
合
憲
判
決

（
平
２０
・
２
・
１４
Ｔ
Ａ
Ｉ

Ｎ
Ｓ
コ
ー
ド
Ｚ
８
８
８－

１
３
１
３

棄
却
）

�
遅
く
と
も
自
由
民
主
党
の

決
定
し
た
平
成
１６
年
度
税
制
改

正
大
綱
が
日
本
経
済
新
聞
に
掲

載
さ
れ
た
平
成
１５
年
１２
月
１８
日

に
は
、
そ
の
周
知
の
程
度
は
完

全
で
は
な
い
に
し
て
も
、
平
成

１６
年
分
所
得
税
か
ら
損
益
通
算

制
度
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る
こ

と
を
納
税
者
に
お
い
て
予
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
、
確
か
に
か
な
り
切

迫
し
た
時
点
で
は
あ
っ
た
に
せ

よ
、
納
税
者
が
あ
ら
か
じ
め
予

測
で
き
る
可
能
性
が
な
か
っ
た

と
ま
で
は
い
え
な
い
。

�
納
税
者
に
お
い
て
も
、
既

に
平
成
１５
年
１２
月
の
時
点
に
お

い
て
そ
の
適
用
を
予
測
で
き
る

可
能
性
が
な
か
っ
た
と
ま
で
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
ら
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案

す
る
と
、
当
該
変
更
は
、
合
理

的
な
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。

三
、
参
考
文
献
情

報
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
は
、
参
考
文

献
検
索
と
し
て
税
務
雑
誌
目
次

検
索
と
い
う
便
利
な
機
能
が
あ

り
ま
す
。
検
索
画
面
で
、

【
テ
ー
マ
／
タ
イ
ト
ル
】
欄
に

損
益
通
算

遡
及

と
入
力
す
る
と
、
平
成
１６
年
の

高
野
幸
大
教
授
の
税
務
弘
報
論

文
と
小
池
正
明
税
理
士
の
税
研

論
文
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。

所
得
税
や
法
人
税
の
よ
う
な

期
間
税
に
お
け
る
不
利
益
遡
及

立
法
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か

は
、
そ
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ

れ
る
こ
と
が
、
年
度
開
始
前

に
、
一
般
的
に
し
か
も
十
分
に

予
測
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
り

ま
す
（
金
子
宏

租
税
法
第
１２

版
９９
頁
）
。

周
知
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
政
府

税
調
第
１０
回
総
会
議
事
録
（
平

１６
・
１
・
１６
）
に
お
け
る
上
月

委
員
か
ら
大
武
主
税
局
長
へ
の

質
問
で
唐
突
と
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

http
://w

w
w
.m
of.g

o
.jp
/

sing
ikai/zeicho

/g
ijiroku

/b

10kaia.htm

ま
た
、
第
１
５
９
回
国
会
予

算
委
員
会
議
事
録
（
平
１６
・
２
・

１２
）
に
お
け
る
海
江
田
理
事
か

ら
谷
垣
財
務
大
臣
に
対
す
る
質

問
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

h
ttp
://w

w
w
.sh
u
g
iin
.g

o.jp
/itd
b
_
kaig

iroku.nsf/h

tm
l/kaig

iroku
/001815920

040212008.htm

お
わ
り
に

両
事
件
の
そ
の
後
に
つ
い
て

は
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
、お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

http
://w
w
w
.zeirishi.g

r.jp
/

朝
倉

洋
子﹇
目
黒
﹈

◎面接相談のフロー

相談日の１週間前から電話

による予約申込み

本会事務局０３－３３５６－４４６６

（受付順に相談日時確定）

�
税務相談申込書

に所要事項を記入

�
申込書を本会へ送付

（FAX・郵送・メール）

�
税理士会館に来館、

担当相談員と面接

※予約は１回１相談項目ごとに３

名まで。空きがある場合は、当

日午後４時３０分まで相談受付。

◎電話相談のフロー

専用電話にダイヤル

（０３－３３５４－８５２０）

�
受付に氏名・支部名・登録番号

・事務所電話番号を申述

�

担当相談員と電話相談

本
会
で
は
、
会
員
の
自
助
努
力
で
解
決

で
き
な
い
業
務
事
案
の
相
談
に
応
ず
る
た

め
、
会
員
税
務
相
談
室
を
設
置
し
て
い
ま

す
。４

月
１
日
よ
り
、
面
接
相
談
の
項
目
・

曜
日
・
時
間
及
び
電
話
相
談
の
相
談
時
間

を
変
更
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
会
員

の
税
務
相
談
に
関
す
る
合
意
書
」
を
締
結

し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
会
会
員
は
東
京
地

方
税
理
士
会
、
千
葉
県
税
理
士
会
が
行
う

電
話
相
談
も
併
せ
て
利
用
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
相
談
す
る
会
員
は
、
相
談
事
項

を
簡
潔
に
整
理
し
、
相
談
が
長
時
間
に
及

ば
な
い
よ
う
配
慮
し
て
下
さ
い
。
相
談
員

は
応
答
内
容
に
因
り
責
任
を
負
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
談
室
の
利
用
は
会
員

本
人
に
限
り
、
事
務
所
職
員
や
顧
問
先
の

方
の
利
用
は
お
断
り
し
て
お
り
ま
す
。

相
談
室
は
国
民
の
祝
日
や
盛
夏
時
、
年

末
年
始
等
に
は
休
室
い
た
し
ま
す
。
休
室

期
間
は
会
報
等
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

会
員
税
務
相
談
室
の
運
営
が

４
月
か
ら
再
度
変
わ
り
ま
す税

務
審
議
部
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